
第　11　期

（単位：百万円）

（資産の部） （負債の部）

中 間 決 算 公 告

2020年12月25日
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
株 式 会 社 大 和 ネ ク ス ト 銀 行
代 表 取 締 役 社 長 夏 目 景 輔

中間貸借対照表　（2020年9月30日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額

現 金 預 け 金 2,481,934 預 金 3,941,128

有 価 証 券 908,681 譲 渡 性 預 金 100,000

貸 出 金 1,589,055 売 現 先 勘 定 33,814

外 国 為 替 3,859 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 315,981

そ の 他 資 産 52,022 借 用 金 466,400

そ の 他 の 資 産 52,022 外 国 為 替 1

有 形 固 定 資 産 5 そ の 他 負 債 41,745

無 形 固 定 資 産 4,642 未 払 法 人 税 等 564

支 払 承 諾 見 返 1,554 そ の 他 の 負 債 41,180

貸 倒 引 当 金 △ 9 賞 与 引 当 金 96

負 債 の 部 合 計 4,901,799

役 員 賞 与 引 当 金 26

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 45

貸 出 金 売 却 損 失 引 当 金 60

資 本 剰 余 金 50,000

繰 延 税 金 負 債 946

支 払 承 諾 1,554

（純資産の部）

資 本 金 50,000

13,765

資 本 準 備 金 50,000

利 益 剰 余 金 37,301

そ の 他 利 益 剰 余 金 37,301

繰 越 利 益 剰 余 金 37,301

株 主 資 本 合 計 137,301

資 産 の 部 合 計 5,041,746 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 5,041,746

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 11,119

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 2,646

純 資 産 の 部 合 計 139,947

その他有価証券評価差額金
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（単位：百万円）

（ ）

（ ）

（ ）

経 常 収 益 12,480

資 金 運 用 収 益 8,587

中間損益計算書
2020年　4月  1日から

2020年　9月 30日まで

科 目 金 額

そ の 他 経 常 収 益 52

経 常 費 用

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） 2,750

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ） 4,252

役 務 取 引 等 収 益 33

そ の 他 業 務 収 益 3,806

10,824

（ う ち 預 金 利 息 ） 3,677

役 務 取 引 等 費 用 2,148

資 金 調 達 費 用 4,001

そ の 他 業 務 費 用 835

貸 出 金 売 却 損 失 引 当 金 繰 入 額 60

営 業 経 費 3,836

そ の 他 経 常 費 用 3

経 常 利 益 1,655

特 別 損 失 78

減 損 損 失 18

中 間 純 利 益 1,074

税 引 前 中 間 純 利 益 1,576

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 497

法 人 税 等 調 整 額 3

法 人 税 等 合 計 501
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　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、その他有価証券については中間決算日の市場価格等に基づく時価法(売却
原価は主として移動平均法により算定)、満期保有目的の債券については移動平均法による償却
原価法（定額法）により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
　　有形固定資産は、定額法を採用しております。
　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　器具備品 4年～18年
(2) 無形固定資産
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについて
は、当社における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。

5. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指
針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 令和2年10月8日）に規定する正常
先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、予想損失率等に基づき計上してお
ります。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署及び審査所管部署が資産査定
を実施しております。
(2) 賞与引当金

賞与引当金は、出向従業員に対する賞与の支払いに備えるため、所定の計算基準による支払
見積額の当中間期負担分を計上しております。
(3) 役員賞与引当金

役員賞与引当金は、役員に対する賞与の支払いに備えるため、所定の計算基準による支払見
積額の当中間期負担分を計上しております。
(4) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金は、役員に対する退職慰労金の支払いに備えるため、当社の取締役退職
慰労金規程等に基づく当中間期末要支給額を計上しております。
(5) 貸出金売却損失引当金

貸出金売却損失引当金は、売却予定貸出金について将来発生する可能性のある損失を見積り
必要と認められる額を計上しております。

6. ヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ

金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「金融商品会計に関する実務
指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号 2019年7月4日）及び「銀行業におけ
る金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監
査委員会報告第24号 平成14年2月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。）に
規定する繰延ヘッジによっております。その他有価証券に区分している固定金利の債券の相場
変動を相殺するヘッジにおいては個別にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段
として指定しております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジの
うちヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行って
いるものは、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えておりま
す。それ以外のものについてはヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し両者の変動
額を基礎にして判定しております。固定金利の貸出金の相場変動を相殺するヘッジにおいては
業種別監査委員会報告第24号に基づき一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し有効性を
評価しております。
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(2)為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における

外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員
会報告第25号 平成14年7月29日。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。）に規定する繰
延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動
リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象
である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認する
ことによりヘッジの有効性を評価しております。

7．消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

8．連結納税制度の適用
当社は、株式会社大和証券グループ本社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しておりま

す。

会計方針の変更
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる
中間財務諸表に与える影響はありません。

追加情報
　当社は「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通
算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用
指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産お
よび繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

注記事項
（中間貸借対照表関係）
1. 担保に供している資産は次のとおりであります。

　担保に供している資産
　　有価証券                     　     447,456百万円
    貸出金　　　　　　　　　　　　　    879,428百万円
　担保資産に対応する債務
    売現先勘定　 　　　　　　　　　　　　33,814百万円
　　債券貸借取引受入担保金              315,981百万円
　　借用金　　　　　　　　 　　　　     466,400百万円
その他の資産には、金融商品等差入担保金43,782百万円、保証金156百万円が含まれております。

2. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた
場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約
する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、12,918百万円であります。このうち契
約残存期間が1年以内のものが12,918百万円あります。

なお、これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるとき
は、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付
けられております。また、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握
し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

3. 有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　     8百万円

（中間損益計算書関係）
該当ありません。
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（金融商品関係）
金融商品の時価等に関する事項
　2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりでありま
す。

（*1）貸出金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
（*2）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティ
　　　ブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目
　　　については、（ ）で表示しております。

（注）金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金預け金
　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価
としております。

(2) 有価証券
　債券は取引金融機関等から提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基
準価格または取引金融機関等から提示された基準価格によっております。

(3) 貸出金
　貸出金については、貸出金の種類、期間等に基づき、元利金の合計額を同様の新規貸付を行っ
た場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。また、変動金利によるものは、
短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価
は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。ただし、一部の資産
流動化ローンについては、第三者から入手した時価を使用しております。

負債
(1) 預金
　預金のうち、要求払預金については、中間決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時
価とみなしております。また、定期預金の時価は、将来のキャッシュ・フローを見積もり、一定
の割引率で割り引いて時価を算定しております。割引率は、当社の信用スプレッドを加味した
イールドカーブから算定しております。

(2) 譲渡性預金
　譲渡性預金は、約定期間が短期間（1年以内）であるため、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としております。

デリバティブ取引計 (26,933) (26,933) - 

ヘッジ会計が適用されていないもの (3,822) (3,822) - 

ヘッジ会計が適用されているもの (23,110) (23,110) - 

(4)債券貸借取引受入担保金 315,981 315,981 　　　　　　　-

(5)借用金 466,400 466,400 　　　　　　　-

負債計 4,857,323 4,857,832 508

デリバティブ取引(*2)

資産計 4,979,669 4,978,446 △ 1,222

(1)預金 3,941,128 3,941,636 508

その他有価証券 758,635

1,589,053

1,589,055

貸倒引当金(*1) △ 2

(3)貸出金

　　　　　　　-

△ 2,132

758,635

1,586,920

差額

（単位：百万円）

 　　　　　   -

909(2)有価証券 908,681 909,590

(1)現金預け金 2,481,934 2,481,934

中間貸借対照表
計上額

時価

満期保有目的の債券 150,045 150,955 909

(3)売現先勘定 33,814 33,814 　　　　　　　-

(2)譲渡性預金 100,000 100,000 　　　　　　　-
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(3) 売現先勘定
　売現先勘定は、約定期間が短期間（1年以内）であるため、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としております。

(4) 債券貸借取引受入担保金
　債券貸借取引受入担保金は、約定期間が短期間（1年以内）であるため、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(5) 借用金
　借用金は、将来のキャッシュ・フローを見積もり、同様の借入において想定される利率で割り
引いて時価を算定しております。

デリバティブ取引
　デリバティブ取引は、金利関連取引、通貨関連取引及びクレジット・デリバティブ取引であり、
割引現在価値等により算定した価額によっております。

（有価証券関係）
1. 満期保有目的の債券（2020年9月30日現在）

2. 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2020年9月30日現在）
　該当ありません。

3. その他有価証券（2020年9月30日現在）

（金銭の信託関係）
該当ありません。

種類
中間貸借対照表

計上額
時価

時価が中間貸借対照表

計上額を超えるもの

133,927 134,968

小計 133,927 134,968

社債

150,045 150,955

小計 16,118 15,986

合計

時価が中間貸借対照表

計上額を超えないもの

社債

△ 131

909

（単位：百万円）

差額

1,041

1,041

△ 13116,118 15,986

91,224

267,737

その他

40,070 40,122

小計 512,411 486,785

債券 158,786 162,641

83,195

△ 52

47,367 49,245 △ 1,877

外国債券

その他

種類
中間貸借対照表

計上額
取得原価

45,127 43,170

債券 140,639 135,852

95,511 92,681国債

社債
中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

758,635 738,794

その他 87,437 89,367

小計 246,224 252,008

合計

中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

国債

短期社債

社債

19,000

△ 1,929

△ 5,784

19,841

（単位：百万円）

差額

4,786

2,829

1,956

20,839

25,626

△ 3,854

-

△ 3,814

△ 40

19,000

28,834 28,875

110,951 114,765

12,810

8,029

371,772 350,932その他

外国債券 280,547
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（税効果会計関係）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

（持分法損益等）
該当ありません。

（賃貸等不動産関係）
該当ありません。

（1株当たり情報）
１株当たりの純資産額　　　　　　　　　　　　13,994,718円81銭
１株当たりの中間純利益金額　　　　  　　　  　 107,486円40銭

（重要な後発事象）
該当ありません。

（単体自己資本比率（国内基準））
銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ロ（10）に規定する単体自己資本比率（国内基準）は、49.72％
であります。

946 百万円

△ 51

5,141

6,087

6,075

12

4,907

80

百万円

29

68

5,192

未払事業税

繰延税金資産

106

控除対象外消費税

繰延税金負債合計

繰延税金負債の純額

賞与引当金

その他

繰延税金資産小計

繰延ヘッジ損益

評価性引当額

繰延税金資産合計

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

その他
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